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お
知
ら
せ

　

令
和
５
年
４
月
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
の
一
部
法
改
正

が
施
行
さ
れ
、
市
町
が
『
地
域

計
画
』
を
令
和
７
年
３
月
ま
で

に
策
定
・
公
告
し
、
こ
の
『
地

域
計
画
』
に
基
づ
い
て
農
地
の

貸
借
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
法
改
正
に
よ
っ
て
令

和
７
年
４
月
以
降
の
農
地
の
貸

借
は
農
地
中
間
管
理
事
業
に
一

本
化
さ
れ
ま
す
。

令
和
７
年
４
月
か
ら
『
手
数
料
』

の
ご
負
担
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

令
和
７
年
４
月
１
日
以
降
に

県
公
告
で
権
利
設
定
さ
れ
る

契
約
が
対
象
で
す

　

農
地
の
貸
借
が
一
本
化
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
農
業
公
社
の
業

務
（
賃
料
受
払
な
ど
）
が
年
々

増
加
し
、
数
年
後
に
は
３
～
４

倍
の
業
務
量
に
な
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
ま
す
。

　

農
地
中
間
管
理
事
業
を
将
来

に
向
け
て
持
続
的
・
安
定
的
に

ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
、
利

用
者
の
み
な
さ
ん
に
一
部
負
担

を
お
願
い
す
る
こ
と
と
い
た
し

ま
し
た
。
何
卒
ご
理
解
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

手数料率

出し手・受け手双方から
毎年賃料の１％

＋
手数料に係る消費税１０％を

外税で徴収
※耕作者の手数料は５万円

（税抜）を上限

※ 

く
わ
し
く
は
佐
賀
県
農
業
公

社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い

農
地
の
貸
借
が
農
地
中
間
管
理
事
業
に
一
本
化
さ
れ
ま
す

～
佐
賀
県
農
業
公
社
の
役
割
が
益
々
増
大
～

佐
賀
県
農
業
公
社
か
ら
の

お
知
ら
せ
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佐
賀
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業
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員
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9
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−
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第7４回“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～にご協力を

問 佐賀保護観察所 ☎0952−24−4291　／　防災安全課 安心安全係 ☎0952−75−2181

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や
非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を
合わせ、明るい地域社会を築くための全国的な運動です。 7 月は“社会を明
るくする運動”の強調月間であり、再犯防止啓発月間です。
　犯罪や非行から更生しようとする人に寄り添う人々にとって、立ち直りを

「待つ時間」とは、人が「変わっていく時間」であり、人を信じてともに「寄
り添う時間」です。この考え方は、現代社会でこそひときわ光を放つもので
あると考えています。
　再出発を図ろうとする人の誰もが社会に受け入れられるよう、分野を超え
てその思いを理解し、それぞれの立場で創意工夫を凝らしながら、佐賀県・
多久市における明るい地域社会づくりを実現していきましょう。

広 告


